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２０１２年第２回定例会・反対討論（６・２５） 

 

私は、各委員長報告に対して、日本共産党を代表して反対討論をおこない

ます。 

 最初に、議員提出議案第２号・大分市子ども医療費の助成に関する条例の

一部改正についてです。委員長報告は否決です。 

 これは、子ども条例の趣旨を生かし、子育て世帯の不安や悩みを解決し、

安心して子育てできるように、子どもの医療費の一部負担を廃止しようとす

るものです。財政問題を理由に、否決することは許されません。 

以上の理由から、議員提出議案第２号・大分市子ども医療費の助成に関す

る条例の一部改正の否決に反対します。 

 

つぎに、議第６４号・市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

について、および議第６５号・市職員の給与に関する条例の一部改正につい

てです。この２つの議案は、市職員の病気休暇などにかかわる議案です。議

第６４号は、大分市職員の病気休暇の期間を、結核性疾患・１年以内、その

他の私傷病・１８０日以内を、結核性疾患を含む私傷病・９０日以内にしよ

うとするものです。議第６５号は、私傷病により休職となった職員の給与支

給期間２年間を１年間に短縮しようとするものです。 

休暇の期間では、精神疾患にかかる病気休暇は、現行どおり１８０日以内

とするものの、安心して治療・療養に専念できる状況ではなくなるおそれが

あります。また、給与について、「休職できる期間は３年間で同じ」とも言わ

れますが、財政的にも安心して治療・療養に専念できなくなるおそれがあり

ます。病気療養などの措置は、高い水準にあわせて労働者の生命・健康を守
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るようにすべきです。それを低い水準にあわせることは、給与の削減だけで

なく、生命・健康についても行革の大ナタをふるうことであり許されません。 

以上の理由から、議第６４号・市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部改正について、および議第６５号・市職員の給与に関する条例の一部改

正について反対します。 

 

 つぎに、議第６７号・大分市児童福祉施設等に関する条例の一部改正につ

いてです。これは、新桜町保育所を廃止し、民営化しようとするものです。

その理由に、「待機児童の解消」「特別保育事業の拡充」などとしています。

市当局は、「公立保育所については、これまで培ってきた知識や経験を生かし

ながら、障がい児保育における保護者と私立保育所への指導・助言や、在宅

の子育て家庭への支援など、大分市全体の子育て支援の充実と保育の質の向

上を図るための、保育の模範となるよう先駆的な役割をめざす」と、わが党

の質問に答えています。しかし一方で、「特別保育事業の拡大」には人件費な

どの問題を理由に、民間に依拠しようとしています。さらに建設費の国から

の補助が、公立保育所には直接的に「ない」ことも、民営化の理由にしてい

ます。結果として、大分市の保育、子どもを行政改革の犠牲にしているとし

か言いようがありません。 

 以上の理由で、議第６７号・大分市児童福祉施設等に関する条例の一部改

正について反対します。 

 

 つぎに、議第７１号・大分市幼稚園条例の一部改正についてです。 

これは、２０１３年（来年）３月３１日をもって、大分市立「丹生幼稚園」

と「森岡幼稚園」を廃園しようとするものです。幼児教育は、人格形成の過
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程で最も大切な時期であると考えます。両園とも１学級とはいえ、１０数人

の子どもの入園希望が見込まれています。地元の反対があるにもかかわらず、

廃園することを譲らず、押しきる市の姿勢は、行財政改革の矛先を幼い子ど

もたちに向けるものであり許せません。 

以上の理由から、議第７１号・大分市幼稚園条例の一部改正について反対

します。 

 

 つぎに、議第７２号・大分市少年自然の家条例の一部改正についてです。 

大分市少年自然の家は、１９７５年（昭和５０年）１０月、高度成長期に、

都市化がすすむなか、「大分市の子どもたちが、海辺の自然とふれあい、豊か

な教育を」との目的で建設されました。開設以来３６年間で、１１７万４千

５０５人が施設を利用し、大きな成果をおさめています。老朽化による改修

とあわせて、耐震化対策やバリアフリー化などで、約１憶８千万円が必要と

いわれています。その財政措置をせずに廃止し、ほかの自治体の施設を借用

するなどで対応しようとしています。ここにも行財政改革の矛先を子どもに

むけた姿勢がみられます。財政措置をして改修をおこない、施設開設の目的

を達成されるようにすべきです。 

以上の理由から、議第７２号・大分市少年自然の家条例の一部改正につい

て反対します。 

 

 つぎに、報第１号・専決処分した事件の承認について（平成２３年度大分

市一般会計補正予算（第４号））についてです。 

 今回の補正は、事業費の確定にともなう補正予算ですが、第８款土木費４

項都市計画費、６目横尾公共団体区画整理事業に、５２９２万７千円の減額
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補正がされています。幹線道路にアクセスせず、メリットも少なく、公共の

福祉の増進という本来の趣旨とはかけ離れ、一部の人のためという指摘もあ

る事業は認められません。 

 ７目大分駅南公共団体区画整理事業費では、財源の組み替えが計上されて

います。幅 100 メートルのシンボルロードや、庄の原佐野線などの幹線道路

見直しを求める住民の要求にこたえていないことなど、住民の十分な納得と

合意が得られないこうした事業は認められません。 

 以上の理由から、報第１号・専決処分した事件の承認について（平成２３

年度大分市一般会計補正予算（第４号））に反対します。 

 

最後に、報第９号・専決処分した事件の承認について（大分市税条例の一

部改正について）です。 

 これは、地方自治法の改定にともなうものですが、固定資産税・都市計画

税における住宅用地に係る据置特例の見直しによって、今年度から市民の負

担を増やそうとするものです。土地の評価が下がっているとはいえ、不況や

収入減などのなか、固定資産税・都市計画税の負担は大きく市民生活にかか

っています。こうした状況をみれば、特例は据え置くべきです。 

 以上の理由から、報第９号・専決処分した事件の承認について（大分市税

条例の一部改正について）反対します。 

 

 以上で討論を終わります。 


